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長野原町議会議長 
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長野原町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

改正 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

長 野 原 町 長 

長 野 原 町 議 会 議 長 

長野原町教育委員会 

 

長野原町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計

画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律

第６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、長野原町長、長野原町議会議長、

長野原町教育委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 

１．計画期間  

法は令和７年度までの時限立法となっており、本計画の期間については前回の計画期

間から引き続き、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とする。   

 

２．計画推進に向けた体制等 

 本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、総務課が中心とな

り、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点

検・評価等を行うこととする。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標   

法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定

事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府

令」という。）第２条に基づき、長野原町長、長野原町議会議長、長野原町教育委員会

において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善す

べき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するた

め、次のとおり目標を設定する。  

なお、この目標は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会において、それぞれの女

性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を

行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 



 

（１）育児休業、男性職員の配偶者出産休暇取得状況について 

 

①男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（令和３年度） 

 育児休業対象者 育児休業中 復職者 取得率 平均取得期間

男 ５ ０ ０ ０．０ － 

女 ７ ６ １ １００．０ １年６ヶ月 

 

②男性職員の配偶者出産休暇及び育児休暇参加のための休暇の取得状況 

 

令和３年度中に

新たに育児休業

が取得可能とな

った男性職員数

（Ａ） 

 

配偶者出産休暇

を取得した職員

数 

（Ｂ） 

育児参加のため

の休暇を取得し

た職員数（Ｃ） 

配偶者出産休暇

又は育児参加の

ための休暇を取

得した職員数 

（Ｄ＝Ｂ＋Ｃ－

両休暇とも取得

した職員数） 

 

配偶者出産休暇

と育児参加のた

めの休暇を合わ

せて５日以上取

得した職員数

（Ｅ） 

５ ４ ０ ４ ０ 

 

③目標 

・ 令和７年度までに、育児休業を取得する男性職員の割合を１０％以上にする。 

・ 令和７年度までに、制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための

休暇の取得割合を８０％以上にする。 

 

（２）採用職員の状況について 

 

①一般職の女性職員の採用割合（令和３年度） 

 男 女 計 

受験者数 ４ ３ ７ 

合格者数 １ １ ２ 

 

②目標 

・ 令和７年度までに、女性職員の採用割合を４０％以上にする。 

  



 

４．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期  

 

３で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、長野原町長、長野原町議会議長、長野原町教育委員会において、

それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情に

ついて分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 

 

（１）育児休業、男性職員の配偶者出産休暇取得の促進 

 

・ 男性における家事や育児への参画が女性活躍推進へつながるだけでなく、多様な価値

観の醸成及び職場全体における働き方の改善につながるため、育児休業を含めた配偶

者の出産休暇、男性の育児参加に係る休暇等の取得活用促進に努める。 

・ 年次休暇や育児休業、育児参加に係る休暇等の取得を促進するために、安心して制度

利用ができる雰囲気づくりや職場全体へ制度の周知を行うなど、意識向上を図る。 

・ 育児休業等の取得において、育児休業等からの円滑な復帰に資する研修や所属職場に

おける連絡体制の確保など、必要な支援を行う。 

 

（２）採用試験の女性受験者数の拡大 

 

・職員採用にあたっては幅広い募集を行いつつ、女性の積極採用を推進し、男女問わず

働きやすい職場環境等の整備に努める。 

 


